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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月１５日（月、祝日） １２時１０分ごろ 

発生場所 和歌山県広川町唐
か

尾
ろ

海岸沖 

 広川町所在の鷹島南方灯標から真方位１４４°１,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°００.２′ 東経１３５°０８.１′） 

事故調査の経過  平成２５年７月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ピーマン、５トン未満 

   ２５０－４４０３６大阪、個人所有 

   ２.７３ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.３２ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８６.７９kＷ、平成１１年８月 

Ｂ 水上オートバイ ピースマン、０.１トン 

   ２５０－４９５７２大阪、個人所有 

   ２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１０６.６５kＷ、平成１５年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２９歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１８年８月２１日 

    免許証交付日 平成２３年７月６日 

           （平成２８年８月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３０歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２４年１２月７日 

    免許証交付日 平成２４年１２月７日 

           （平成２９年１２月６日まで有効） 

  同乗者Ｂ 女性 ３０歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に破口 

Ｂ 左舷船首部及び左舷中央部に擦過傷、座席に裂傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、Ｂ船と共に

唐尾海岸を発進し、Ａ船が先航して海岸沿いに南西進した後、針路を
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右に転じ、沖に向けて遊走した。 

 船長Ａは、約３０km/hの速力で北北西進中、余り海岸から離れるこ

とが怖かったので、左に反転して戻ろうと思い、船首を右舷方に振っ

た後、左舷前方約３ｍの海面を見ながら、左に旋回し、反転を間もな

く終える頃、視線を前方に戻したところ、前方約５～１０ｍにＢ船を

認め、操縦ハンドルを左に切ったものの、平成２５年７月１５日１２

時１０分ごろ、唐尾海岸沖において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の船首

部とが衝突し、Ａ船がＢ船に乗り上げた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、Ａ船の左舷後

方約３０ｍを約３０km/hの速力で追走していたが、北北西進を始めて

間もなく、Ａ船の引き波で走りにくかったので、Ａ船の後方を走ろう

と思い、スロットルレバーを少し緩め、徐々に右舷方に針路を変え、

Ａ船との距離が約５０ｍとなった頃、Ａ船が旋回を始めたことを認め

た。 

 船長Ｂは、Ａ船が旋回を始めたので、速力を約１０～１５km/hに下

げ、Ａ船の様子を見ていたところ、左反転を終えたＡ船と距離約６０

ｍでほぼ正面に向き合ったが、いずれＡ船が右か左に変針するので、

Ａ船が針路を変えた後、Ａ船の動きに合わせて追走しようと思い、針

路を保持して航行を続けていたところ、衝突の約１秒前、衝突の危険

を感じたものの、どうすることもできず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、衝突によって全員が海に投げ出され、同

乗者Ｂは、Ｂ船で唐尾海岸に運ばれた後、救急車で病院へ搬送され、

左肋骨骨折及び左外傷性血気胸と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海面 平穏 

 その他の事項  船長Ａは、左旋回を始める前、約２～３回、Ｂ船を確認しており、

左舷後方のＢ船と距離が離れていたので、左に反転しても、衝突する

ことはないと思っていた。 

 船長Ｂの水上オートバイの操縦経験は、本事故当日が２回目であ

り、操縦時間が約２時間であった。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、唐尾海岸沖において、北北西進してから左回りに反転中、

船長Ａが、左舷前方約３ｍの海面に視線を向け、見張りを適切に行っ

ていなかったことから、前方約５～１０ｍに接近したＢ船に気付き、

操縦ハンドルを左に切ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。  
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 Ｂ船は、唐尾海岸沖を北北西進中、船長Ｂが、Ａ船が左旋回を始め

たことを認めて減速し、Ａ船と正面で向き合う状態となったが、いず

れＡ船が右か左に変針するだろうと思い、針路を保持して航行を続け

たことから、Ａ船と接近し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、唐尾海岸沖において、Ａ船が北北西進してから左回りに

反転中、Ｂ船が北北西進中、船長Ａが、左舷前方約３ｍの海面に視線

を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船が左旋

回を始めたことを認めて減速し、Ａ船と正面で向き合う状態となった

が、針路を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・旋回中は、旋回方向の見張りを適切に行うこと。 

・追走する他船がいる場合は、他船の進路上を横切らない方向に旋

回すること。 

・接近する他船については、衝突の虞を速やかに判断し、回避動作

は早期にとること。 

 


